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【問】問合せ

（市公式LINE登録方法）LINEの公式アカウント検索で「沖縄県うるま市」と検索し友達追加登録してください。
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５
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緒
に
ホ
タ
ル
観
察
を
し
、
そ
の
生
態
や
環
境
と
の
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ん
で
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か
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５
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６
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【
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川
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年
の
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【
対
象
】
市
内
在
住
の
小
学
生
以
上
の
親
子
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５
月
14
日
（
月
）
～
18
日
（
金
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

【
申
込
方
法
／
問
】
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
へ
お
電
話
に

て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
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の
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住
所
・
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・
本
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の
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市
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の
墓
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。
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だ
さ
い
。

①市民無料法律相談 【問】市民協働課　☎ 973-5487
と　き：5 月 10 日（第２木曜日）　午後２時～午後４時
ところ：石川庁舎（１階市民相談室）
と　き：5 月 17 日、24 日（第３、第４木曜日）午後２時～４時
ところ：本庁東棟（１階市民相談室）
※法律相談を受けることができるのは８人までです。
※電話、直接窓口での事前予約が可能です。（前月から予約可）
※電話での予約は市民協働課までお願いします。

②行政相談 【問】市民協働課　☎ 973-5487　
　国、行政、特殊法人についての意見・要望などの相談を行います。
とき : 5 月 22 日（火）
　　　午前 10 時～午後４時　（正午～午後１時を除く）
※日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合わせください。
ところ：本庁東棟 １階　市民相談室

③人権相談 【問】市民協働課　☎ 973-5487
　近隣のトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、体罰等の人権に
関する相談を行います。
とき : 5 月 22 日（火）
　　　午前 10 時～午後 4 時　（正午～午後１時を除く）
※日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合わせください。
ところ：本庁舎東棟　１階　市民相談室　

④家庭児童相談 【問】児童家庭課　☎ 973-5041　
　家庭における子育ての悩みを相談員が一緒に考えます。
と　き：【平日】午前 8 時 30 分～午後 5 時
ところ：本庁舎東棟 2 階　児童家庭課

⑤女性相談 【問】児童家庭課　☎ 973-5041　
　離婚、ＤＶなど女性が抱える悩みを相談員が一緒に考えます。
と　き：【平日】午前 8 時 30 分～午後 5 時
ところ：本庁舎東棟 2 階　児童家庭課

⑥教育相談 【問】教育研究所　☎ 989-9127　
　教育研究所では、教育上の問題や教育に関するさまざまな心配
ごとについて心理や教育などの専門員が相談内容に応じ、支援を
行います。※お電話にて相談申し込み受け付けております。
対　象：幼児・小学生・中学生・保護者・教師
と　き：【平日】午前９時～午後５時
ところ：与那城地区公民館２階／石川庁舎１階　教育研究所　

⑦青少年相談 【問】青少年センター　☎ 923-7102　
　非行や不登校など、青少年やご家族が抱えている悩みに関する相談
を行います。また、18 歳未満への学習や就労へのお手伝いをします。
と　き：【平日】午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）
ところ： 本庁舎西棟３階　青少年センター

うるま市民無料相談所の
開設について




